
県外避難

越前市

PAZ

UPZ

兵庫県

敦賀市

川西市

姫路市

UPZ内市町の広域避難先

大飯地域の緊急時対応（概要版） ①原子力災害対策重点区域・広域避難先

Ø 大飯地域における原子力災害対策重点区域（概ね半径30kmの範囲）の人口は159,289人（平成29年
4月現在）。

Ø PAZ内の人口はおおい町（福井県）736人、小浜市（福井県） 267人。
Ø UPZ内の人口は福井県、京都府及び滋賀県の関係11市町158,286人。

１．大飯地域の原子力災害対策重点区域 ３．ＰＡＺ及びＵＰＺの関係府県における広域避難先

●数時間内を目途に区域を特定

●PAZの住民の避難開始
●PAZの住民は安定ヨウ素剤を服用

例）冷却機能喪失

ＵＰＺ（概ね5～30㎞） （概ね30㎞～）

ＥＡＬ（GE）

例）大地震（所在市町村で震度６以上）

例）全交流電源喪失

ＰＡＺ（～概ね5㎞）

●PAZの住民の避難準備を開始
●PAZの施設敷地緊急事態要避難者の避難等を開始

●PAZの施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始

ＥＡＬ（AL）

ＥＡＬ（SE）

●UPZの住民は屋内退避

OIL1

OIL2

速やかに避難

１週間程度内に一時移転

●１日内を目途に区域を特定
●地域生産物の摂取を制限

空間線量率500μSv/h超過

空間線量率20μSv/h超過

事
故
等
が
進
展

Ø PAZ、UPZ内の各市町住民の避難先は、府県内外で複数確保。
Ø 府県を越える避難が必要な場合、避難元府県からの受入れ要請に基づき、避難計画で示された

兵庫県、徳島県及び大阪府の避難先で受入れを行う。
Ø 福井県及び滋賀県は県内避難を基本とする。京都府は避難先の準備状況、避難先までの道路状

況の他、気象庁から提供される気象情報などを考慮して避難先を決定する。

Ø 緊急事態の初期段階は原子力施設の状況等の進捗で、放射性物質放出後は緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結
果に基づいて防護措置を実施。

（１） EAL（Emergency Action Level ）による初期対応段階における防護措置
原子力施設の状況等に基づく緊急事態区分を導入し、その区分を判断する基準（EAL） を設定。
EALに基づき、施設敷地緊急事態要避難者は早期の避難等の防護措置を実施。

※PAZの施設敷地緊急事態要避難者の避難は、通常以上の時間がかかるため、 EAL(SE)の段階から避難を開始する。
ただし、避難により健康ﾘｽｸが高まるおそれのある者は、遮へい効果の高い建物等に屋内退避する。

（２）緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施／OIL（Operational Intervention Level）に基づく判断
国はEAL(SE)の段階で緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰを立ち上げる。放射性物質放出後 、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果と
防護措置の実施基準（OIL）に基づき、PAZ外の住民の防護措置を判断する。

関係
府県

ＰＡＺ内 ＵＰＺ内
合 計

（概ね５km) （概ね５～３０km）

福井県 1,003 人 72,864 人 73,867 人

京都府 － 84,885 人 84,885 人

滋賀県 － 537 人 537 人

合 計 1,003 人 158,286 人 159,289 人

２．原子力災害対策指針における緊急事態の防護措置の考え方

放射性物質放出後

●UPZの住民等は屋内退避の準備を開始

ＰＡＺ

ＵＰＺ
30km

京丹波町

滋 賀 県

福 井 県

京 都 府

5km

高浜町

舞鶴市

美浜町

若狭町

南丹市

京都市

小浜市

ちょう

おばまし

たかはまちょう

わかさちょう

みはまちょう

まいづるし

きょうたんばちょう なん たん し

たかしま し

きょうと し

高島市

①警戒事態【警戒体制の構築（参集、情報収集、拠点間の連絡など）】

②施設敷地緊急事態（原災法１０条）【防護措置の準備を開始】

③全面緊急事態（原災法１５条）【防護措置を実施】

ＰＡＺ内人口

おおい町 大島地区 ７３６人

小浜市
内外海地区

（泊、堅海）
２６７人

合計 １，００３人

うち と み

とまり かつみ

避難元 県内避難先施設

おおい町
敦賀市

敦賀市立粟野中学校

小浜市
越前市

福井県立武生商業高等学校

避難元 県外避難先施設

おおい町
兵庫県川西市

加茂小学校（他３施設）

小浜市
兵庫県姫路市

夢前ふれあいの館フレンデ

PAZ内市町の広域避難先

滋賀県１市
県内避難先

高島市内他

滋賀県１市
県外避難先

大阪府大阪市他２市

福井県５市町
県内避難先

敦賀市他４市町

福井県５市町
県外避難先

兵庫県伊丹市他２１市町

平成29年10月25日

1

おおい町

大飯オフサイト
センター

【UPZ市町】
福井県 おおい町、小浜市、高浜町、若狭町、美浜町
京都府 舞鶴市 、綾部市、南丹市、京丹波町、京都市
滋賀県 高島市

出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）
「白地図」国土地理院（http://maps.gsi.go.jp/#10/35.533344/135.689392）をもとに内閣府（原子力防災）作成

綾部市
あやべ し

PAZ

UPZ

京都府３市町
府内避難先

福知山市他２市町

（同一市町内への避難を含む）

京都府３市
府内避難先

京都市他４市

（同一市内への避難を含む）

京都府４市町
府外避難先

兵庫県神戸市他８市町

徳島県鳴門市他２町

大飯発電所

資料１－２



大飯地域の緊急時対応（概要版） ②PAZにおける避難・屋内退避の考え方

区域 種別 対象者数
避難等の流れ

備考
警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

PAZ
（発電所か
ら概ね5km
圏内）

避難行動要
支援者
（在宅）

おおい町
60人

小浜市
18人

合計
78人

l 避難行動要支援者は、
指定された福祉避難所
へ避難。

l 無理に避難すると健康ﾘ
ｽｸが高まる避難行動要
支援者は、近隣の放射
線防護対策施設へ移動。

避難行動要
支援者
（学校・こど
も園）

おおい町
104人

小浜市
（対象施設無し）

合計
104人

l 学校・こども園の児童等
は、警戒事態になった時
点で授業・保育を中止し、
保護者へ引き渡す。

l 保護者へ引き渡しができ
ない児童等は、施設敷
地緊急事態になった時
点で避難を行い、避難先
で保護者に引き渡す。

一般住民※3

おおい町
736人

小浜市
267人

合計
1,003人

l 住民はあらかじめ定めら
れた避難所へ避難。

l 自家用車を利用可能な
者は自家用車で避難。
自家用車が利用できな
い者は、福井県嶺南地
方のﾊﾞｽ会社等が保有
する車両で避難。

放射線防護対策施設※2

（おおい町PAZ内2施設、小浜市
PAZ内1施設）

施
設
敷
地
緊
急
事
態
（
原
災
法
10
条
）で
避
難
開
始

全
面
緊
急
事
態

（原
災
法
15
条
）で
避
難
開
始

※ PAZ内に医療機関、社会福祉施設はなし。
※3 一般住民の対象者数は、PAZ内住民の人口。

＜おおい町から避難する者＞

対象者

おおい町：60人
小浜市：18人

※2 放射線防護対策施設には、避難行動要支援者のほか、その支援者等が入る予定。

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者

の
避
難
準
備
を
開
始

一般住民の
避難準備を

開始

支援者の車両で避難

福祉避難所
敦賀市

福祉総合センター
「あいあいプラザ」

一時集合場所
（おおい町内2か所）
（小浜市内1か所）

バス4台により避難

自家用車で避難（679人）

対象者

おおい町：736人
小浜市：267人

徒歩等で移動（57人）
ﾊﾞｽ2台により避難

＜保護者へ引き渡しができなかった児童等＞

福祉車両15台で避難（おおい町12台、小浜市3台）

支援者とともに徒歩、車両で避難
（おおい町42人、小浜市13人）

バス3台（おおい町2台、小浜市1台）
により避難

保護者
引き渡し

開始

おおい町避難先
（県内避難先：敦賀市立粟野中学校
県外避難先：兵庫県川西市立桜が
丘小学校）

おおい町避難先
（県内避難先：

敦賀市立粟野中学校
県外避難先：兵庫県川西
市加茂小学校他3施設）

＜無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者：23人＞

一時集合場所
（おおい町内2か所）

（おおい町18人、小浜市5人）

＜避難可能な者：55人＞

＜小浜市から避難する者＞

自家用車で避難（240人）

徒歩等で移動（27人）
ﾊﾞｽ1台により避難

小浜市避難先
（県内避難先：

越前市福井県立武生商業
高等学校

県外避難先：兵庫県姫路
市夢前ふれあいの館フレ

ンデ）

一時集合場所
（小浜市内1か所）

対象施設

おおい町（2施設：104人）

2



区域 種別 対象者数

屋内退避 ／一時移転等の流れ

備考
警戒
事態

施設敷地
緊急事態 全面緊急事態

UPZ
（発電所か
ら概ね5～
30km圏内）

避難行動要
支援者
（医療機関）

福井県
822人

京都府
988人

滋賀県
（対象施設なし）

合計1,810人

l 施設毎の避難計画は策定済み。

l 福井県では、避難元施設ごとに
受入施設を事前設定。

l 京都府では、「京都府災害時要
配慮者避難支援センター」が受
入施設を調整・確保。

避難行動要
支援者
（社会福祉施
設）

福井県
1,286人

京都府
1,272人

滋賀県
394人

合計2,952人

l 福井県では、避難元施設ごとに
受入施設を事前設定。

l 京都府では、「京都府災害時要
配慮者避難支援センター」が受
入施設を調整・確保。

l 滋賀県では、滋賀県の調整によ
り受入施設を確保。

避難行動要
支援者
（在宅）

福井県
2,953人

京都府
6,183人

滋賀県
48人

合計9,184人

l 一時移転等が必要となった避難行
動要支援者は、関係市町が準備し
た避難先に一時移転等を行う。

l なお、介護ベット等が必要な在宅の避難
行動要支援者は、福井県においては、
関係機関と調整し福祉避難所等を確保。
京都府においては、「京都府災害時要配
慮者避難支援センター」が福祉避難所等
を確保。滋賀県は、避難先に設置してい
る福祉避難ｺｰﾅｰを利用。

避難行動要
支援者
（学校・保育
所・幼稚園
等）

福井県
10,763人

京都府
12,845人

滋賀県
3人

合計23,611人

l 警戒事態になった時点で授業・
保育を中止し、保護者への引き
渡しを開始。

l 保護者へ引き渡しができない児
童等は、全面緊急事態になった
時点で屋内退避を行い、その後、
一時移転等の指示に基づき避難
先へ避難し、保護者に引き渡す。

一般住民※2

福井県
72,864人

京都府
84,885人

滋賀県
537人

合計158,286人

l 事前に設定している避難先へ一
時移転等を実施。

l 自家用車や関係府県等が準備し
たﾊﾞｽ等により避難。

避難先福祉施設
（199施設）

府県内避難先施設
（352施設）

自家用車、ﾊﾞｽ等により避難

全
面
緊
急
事
態
で
屋
内
退
避
を
開
始
。
そ
の
後
、
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
に
基
づ
き
、
毎
時
５
０
０
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
、

２
０
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
区
域
が
特
定
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
区
域
の
住
民
の
一
時
移
転
等

を
実
施

屋内退避
（79施設：
2,952人）

屋内退避
（9,184人）

屋内退避
（158,286人）

屋
内
退
避
の
準
備
を
開
始

ﾊﾞｽ・福祉車両
（支援者同乗）に
より避難

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）により避難

ﾊﾞｽ（教職員同乗）により避難

一時移転等
対象学校等

一時移転
等対象者

一時移転
等対象者

大飯地域の緊急時対応（概要版） ③UPZにおける屋内退避・一時移転等の考え方

対象施設
（153施設）

保護者

引き渡し

開始

屋内退避
（20施設：
1,810人）

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）により避難

避難先医療機関
（43施設）

府県内避難先施設
（352施設）

※１ ＯＩＬ基準に基づく避難等や一時移転のこと。
※2 一般住民の対象者数は、UPZ内住民の人口。

一時移転等
対象病院

一時移転等対
象福祉施設

一時移転等
の指示

一時移転等
の指示

一時移転等
の指示

一時移転等
の指示

一時移転等
の指示

＜引き渡しできなかった児童等＞

屋内退避
（153施設：
23,611人）

府県外避難先施設
（462施設）

福井県、京都府及び滋賀県が、それぞれの府
県内のバス会社等から必要となる輸送手段を調
達。不足する場合は、関西広域連合及び政府の
支援の下、隣接府県等から輸送手段を調達。

※１

3

府県外避難先施設
（462施設）

府県内避難先施設
（352施設）

府県外避難先施設
（462施設）

※介護ベッド等が必要な
在宅の避難行動要支援
者は、福祉避難所等を
確保。

福祉避難所



大飯地域の緊急時対応（概要版） ④高浜地域防災訓練における教訓事項等を踏まえた対応

２．観光客等一時滞在者の避難行動等の具体化

１．家屋の倒壊等により屋内退避が困難な場合の基本フローの具体化

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態

余
震
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合
には、近隣の指定避難

所等にて屋内退避

自家用車・バスによる避難

自家用車・バスによる避難

屋内退避準備

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

自宅にて屋内退避

ＵＰＺ外

府県内外
避難先

・原子力災害時に

備えあらかじめ設

定している府県内

避難先
家屋が倒壊等した場合には、
市町にて開設する近隣の指定

避難所等へ避難

Ø 屋内退避指示がでている中で余震が発生し、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全

確保の観点から地震に対する避難行動を最優先する。

Ø 屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び関係府県等は、住民等の避難を円滑に実施

するため、避難経路や国が提供する原子力発電所の状況等について、確認・調整等を行う。

全面緊急事態（屋内退避指示）

Ø 関係府県及び関係市町は、PAZ及びUPZ内の観光客等一時滞在者に対し、警戒事態において、

帰宅等を呼びかける。

Ø 帰宅等に時間を要する一時滞在者は、宿泊施設等に移動し、PAZ内では施設敷地緊急事態の

段階で、UPZ内では全面緊急事態で避難を実施。

５．特別警報等発令時には無理に避難せず屋内退避を優先

Ø 半島部や中山間地域

において、自然災害

等により住民が孤立

した際、避難体制が

整うまで退避する場

所として、放射線防護

施設以外の屋内退避

施設も活用。

Ø 当該地域では、新た

に約２０００人分の屋

内退避施設を設定。

避
難
準
備

自宅等
にて屋
内退避

避難
行動
要支
援者

住
民

天候回復

自宅等にて屋内退避

放射線防護施設
にて屋内退避

福祉車両等による避難

輸送等の避難準備
完了後に避難

避
難
先

避難準備
一時集合

場所

自家用車等による避難

暴風雪や大雪時など（気象庁における特別警報等の発令）

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態

全面緊急事態（屋内退避指示） ＵＰＺ外

＜ （PAZの例）住民避難の際に全面緊急事態で暴風雪などから天候が回復した場合＞

車椅子車両 ストレッチャー車両

在宅 ２６０台 １７５台

医療機関 １７３台 ２５３台

社会福祉施設 ３５０台 １０５台

合計 ７８３台 ５３３台

必要車両台数 ５６台 ３９台

県内の福祉車両保有数 ７０４台 ８９台

（一社）福井県タクシー
協会に所属するタク
シー保有数

８００台

Ø ＵＰＺ内全域が一時移転等を

実施すると仮定し、必要とな

る福祉車両数及び府県内の

福祉車両保有台数を調査。

Ø 要支援者の一時移転等の際

には、まずは府県内で保有

している福祉車両を利用して

避難することを優先するが、

それでも不足するような場合

には、府県タクシー協会に所

属するタクシーを活用。

＜ （福井県の例） UPZ内市町の一時移転等における福祉車両の確保＞

※１ 車椅子車両は１台あたり
２名、ストレッチャー車両は１
台あたり１名搬送をすることを
想定

※1

※２ ピストン輸送（１４往復）
を想定

※2

※3
※３ 一般タクシーは、車椅子
を荷台に積むことや座席のリク
ライニング利用や支援者の同
伴により、福祉車両と同等の輸
送能力が確保可能

４．ＵＰＺ内における一時移転等の際の福祉車両確保策を明記

Ø 気象庁から特別警報
等が発令されている
場合には、外出を控
える等の安全確保を
優先するため、無理
に避難せずに、屋内
退避を実施。

Ø その後、天候が回復
するなど、安全が確
保できた場合には避
難を実施。

徒歩等 バスによる避難

無理に避難すると
健康ﾘｽｸが高まる者

敦賀港等

大島漁港（はまかぜ交流センター西側）

PAZ

堅海児童センター

屋内退避施設
（収容可能者数：104人）

Ｈ
おおい町多目的グラウンド

（大型ヘリ離着陸可能）

Ｈ

若狭ヘリポート
（大型ヘリ離着陸可能）

泊区内場外離着陸場

福井県栽培漁業センター

放射性防護対策施設
（収容可能者数：100人）

福井県立大学海洋生物
資源臨海研究センター

屋内退避施設
（収容可能者数：70人）

Ｈ

Ｈ

ヘリによる避難

大島半島

小浜港

和田港等

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要な支援を実施。実動組織への要請後、発電所や気象の状況等を

踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの推進を調整するなど柔軟に対応。
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バス

帰宅
等の
呼び
かけ

施
設
敷
地
緊
急
事
態
発
生

避難
要請

一
時
集
合
場
所
に
集
合

自
宅
等

自家用車等
自
家
用
車
等
に
よ
り

速
や
か
に
帰
宅
等
可
能

自家用車、観光バス
のほか、路線バス等
公共交通機関で速や
かに帰宅等が可能

路線バス等公共交
通機関が利用でき
ず、帰宅等に時間を
要する

移
動
手
段
が
確
保
で

き
ず
帰
宅
等
に
時
間

を
要
す
る

避
難
先

自
宅
等

公
共
交
通
機
関
を
利

用
し
帰
宅
等
を
実
施

警
戒
事
態
発
生

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

宿
泊
施
設
等
に
移
動

＜PAZ内の観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

既に避難している近隣
の指定避難所等にて屋

内退避

余震発生に伴い、屋内退避
の継続が困難な状況が発生

３．放射線防護対策施設以外の屋内退避施設の活用

＜凡例＞

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

大島小学校

放射線防護対策施設
（収容可能者数：75人）

屋内退避施設
（収容可能者数：900人）

はまかぜ交流センター

放射線防護対策施設
（収容可能者数：155人）

屋内退避施設
（収容可能者数：907人）

内外海半島

船舶による避難

＜ （PAZの例）半島部が孤立した場合の対応（大島半島、内外海半島）＞

うち と み



※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要な支援を実施。実動組織への要請後、発電所や気象の状況等を踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設

近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの推進を調整するなど柔軟に対応。

おお しま うち
と
み

１．ＰＡＺ内の半島部（福井県おおい町、小浜市）における対応 ３．京都府におけるＵＰＺ内の半島部、中山間地域における対応

２．福井県におけるＵＰＺ内の半島部、中山間地域における対応 ４．滋賀県におけるＵＰＺ内の山間地域における対応

Ø UPZ内では全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
Ø UPZ内の半島部において、自然災害の発生等により住民が孤立した場合には、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ（夜間対応可）や漁港を活用し、空路

や海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避
を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

Ø UPZ内の中山間地域においても、集落へのｱｸｾｽ道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ（夜間対応可）を活用
し、空路による避難を実施。

Ø また、道路等の管理者は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道
路交通の確保に努める。

Ø 京都府、滋賀県における半島・山間地域における対応も同じ。

＜半島部（例） 若狭町常神半島＞

今津総合運動公園

グリーンパーク
想い出の森

天増川集会所
（天増川区9世帯12人）

Ｈ

＜凡例＞

：集会所（集合予定人数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：一時集合場所（集合予定人数）

：重点的に復旧が必要な避難経路

：避難経路

角川ヴィラグラウンド

ECC学園高等学校
（48人）

角川ヴィラ
（138人）

朽木公民館
（157人）

Ｈ

Ｈ

あますがわ つのがわ

木地山集会所
（木地山区8世帯16人）

きじやま

くつ き

雲洞谷集会所
（雲洞谷区33世帯78人）

うとだに能家集会所
（能家区9世帯12人）

のうげ

大飯地域の緊急時対応（概要版） ⑤半島部や中山間地域が孤立した場合の対応

＜中山間地域（例） おおい町名田庄地区＞

Ｈ
虫鹿野
木谷
虫谷

堂本
槇谷

名田庄中学校
グラウンド

＜高島市山間地域が自然災害等により孤立した場合の対応＞

敦賀港等

堅海児童センター

屋内退避施設
（収容可能者数：104人）

Ｈ

泊区内場外離着陸場

福井県栽培漁業センター

放射性防護対策施設
（収容可能者数：100人）

内外海漁港（泊）

小浜漁港（仏谷）

福井県立大学海洋生物

資源臨海研究センター
屋内退避施設

（収容可能者数：70人）

大島漁港（宮留）

大島漁港（日角浜）

大島漁港（畑村）

Ｈ

ヘリによる避難

とまり

ほとけだに

はたむら

ひつはま

とまり

かつみ

うち と み

小浜港

みやどめ

若狭ヘリポート
（大型ヘリ離着陸可能）

わかさおおい町多目的グラウンド
（大型ヘリ離着陸可能）

Ｈ

常神漁港

小川漁港

遊子漁港
ゆうし

常神漁港
駐車場

つねがみ

つねがみ

＜凡例＞

：放射線防護施設（収容可能者数） Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港：放射線防護施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

あっとほーむいきいき館

屋内退避施設
（収容可能者数：約270人）

名田庄中学校

屋内退避施設
（収容可能者数：約770人）

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

わかさ みかた

岬小学校・三方
中学校岬分校

放射線防護施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）

みかた

5

おおい町
名田庄地区

名田庄小学校

屋内退避施設
収容可能者数（約770人）

名田庄体育館

屋内退避施設
収容可能者数（約650人）

Ｈ

Ｈ

Ｈ

船舶による避難

ヘリによる避難 水ヶ浦漁港

田井漁港

成生漁港

野原漁港

大浦会館
放射線防護施設

（収容可能者数：60人）
屋内退避施設

（収容可能者数：150人）

大浦小学校

屋内退避施設
（収容可能者数：300人）

大浦小学校
グラウンド

大丹生コミュニティ
センターグラウンド

舞鶴火力発電所桟橋

西大浦漁港

大丹生コミュニティセンター
屋内退避施設

（収容可能者数：270人）

竜宮浜漁港
りゅうぐうはま

成生漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：60人）

田井漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：100人）

た
い

田井コミュニティセン
ターグラウンド

八代・川原・小仲

Ｈ

奥上林公民館
（綾部市林業者等健康管理センター）

放射線防護施設
（収容可能者人数：140人）

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港施設

：放射線防護施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

＜半島部（例） 舞鶴市大浦半島＞ ＜中山間地域（例） 綾部市奥上林地区＞

奥上林研修センター
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

朽木西小学校

（生杉区12世帯24人）

（針畑区20世帯37人）
はりはた

くつ き

おいすぎ

京都精華大学朽木グラ
ウンド

きょうと せいか くつき

桑原集会所
（桑原区7世帯15人）

くわ ばら

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

おく かん ばやし

おく かんばやし

PAZ

はまかぜ交流センター

放射線防護対策施設
（収容可能者数：155人）

屋内退避施設
（収容可能者数：907人）

Ｈ

＜凡例＞

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

大島半島

大島小学校

放射線防護対策施設
（収容可能者数：75人）

屋内退避施設
（収容可能者数：900人）

和田港等

Ｈ

大島漁港（はまかぜ交流センター西側）
大島漁港（南浦）

内外海半島

船舶による避難

内外海漁港（堅海）
かつみ

Ø自然災害等によりPAZ内の住民が孤立した場合、避難体制が整うまでは放射線防護対策施設を含む屋内退
避施設にて屋内退避を実施し、その後、船舶やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより海路及び空路による避難を実施。なお、関西電
力においても、船舶やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを確保し、海路及び空路による避難を支援する。

Øまた、道路等の管理者は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧
を行い､早期の道路交通の確保に努める。

こ なか

おお にゅう

おお にゅう

なり う
なり う

なたしょう

なたしょう

なたしょう

なたしょう

かわ ら

な た しょう

Ｈ

つのがわ



３．避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄と緊急配布

２．ＰＡＺ内の安定ヨウ素剤の事前配布

Ø 福井県、京都府及び滋賀県では避難住民に対する安定ﾖｳ素剤の緊急配布に備え、備蓄を実施。ま
た、併せて、乳幼児向けのｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤の備蓄を実施。

Ø 緊急配布は関係府県及び関係市町職員が、備蓄先より一時集合場所等に設置する緊急配布場所
に搬送の上、対象住民に順次配布・調製を実施。

大飯地域の緊急時対応（概要版） ⑥住民の安全確保に向けた主な対策

Ø 福井県おおい町及び小浜市では、安定ﾖｳ素剤の住民説明会を開催し、同時に事前
配布を実施した。福井県では平成29年4月現在、850人に配布した。今後も継続して、
未配布者に対するﾌｫﾛｰを実施。

Ø 乳幼児向けのｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤についても事前配布と備蓄を実施。

１．大飯地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施単位

Ø 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点100地点を設定し、そこで測定された実測値に基づき迅速に防護措置を
講ずる区域を特定できるよう、一時移転等の実施単位毎に関連付けを行っている。

４．避難退域時検査場所の候補地の設定

PAZ

泊

堅海大島地区
おおい町 かつみ

とまり

地 区
住民数

（人）
配布者数

（人）

おおい町
大島地区 ７３６ ５９５

小浜市
内外海地区 ２６７ ２５５

合計 １，００３ ８５０

6

安定ヨウ素剤備蓄場所

府県及び市町職員により、
安定ヨウ素剤の搬送を実施

計４０箇所安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

福井県：計４０箇所（一時集合場所等）

京都府：計５３箇所（一時集合場所等）

滋賀県：計１４箇所（一時集合場所等）

福井県： ５３箇所

京都府： ５３箇所

滋賀県：１２９箇所

（凡例）
：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

PAZ

UPZ

内外海地区

小浜市
うち と み

【凡例】
福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

滋賀県が準備する候補地

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

Ø 避難退域時検査は、府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値の上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあ
らかじめ準備。

道の駅
てんきてんき丹後

野田川わーくぱる

三段池公園

長田野体育館

綾部市中央公民館

綾部ＰＡ
（あやべ球場）※

※綾部ＰＡを経由

の だ がわ

さんだんいけ

おさ だ の

たんご

ゼミナールハウス 美山長谷運動広場

きのこの森

み やま ながたに

丹波自然運動公園

綾部工業団地・
交流プラザ

道の駅名田庄
な た しょう

小浜市総合運動場
おばま

道の駅藤樹の里

あどがわ・安曇川
図書館

新旭体育館・
新旭武道館

朽木中学校

今津総合運動公園

とう じゅ

しんあさひ

くつき

あ ど がわ

若狭町上中庁舎

道の駅若狭熊川宿

三方五湖PA

わかさ くまがわしゅく

かみなか

みかた ご こ

南条SＡ

PAZ

UPZ

うみんぴあ大飯

鎌倉交差点

六路谷検問所
ろく ろ だに

小浜西ＩＣ
美浜町役場

若狭鯉川海水浴場
わか さ こいかわ

県若狭合同庁舎
わかさ

加斗ＰＡ
かと 敦賀市総合運動公園

小浜IC

綾部IC

福知山IC

大飯高浜IC舞鶴東IC
小浜西IC

舞鶴西IC

なんじょう



１．緊急時対応体制 ３．実動組織の広域支援体制

２．住民への情報伝達体制

Ø 防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、国の原
子力災害対策本部から、関係府県及び関係市町に、その内容をTV会議等を活用し迅速に情報提供。

Ø 関係市町は、防災行政無線、音声告知放送、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、広報車等を活用し、住民へ情報
を伝達。

全国の陸・海・空の自衛隊による支援

自衛隊による
災害派遣・原子力災害派遣

全国の都道府県警察による支援

警察による警察災害派遣隊

全国の市町村消防が所属する都道府県
単位による支援

消防による緊急消防援助隊

全国の管区海上保安本部による支援

海上保安庁による
巡視船艇・航空機の派遣

Ø 地域ﾚﾍﾞﾙで対応が困難な場合は、関係府県、関係市町からの要請を踏まえ、政府をあげて、全国
規模の実動組織による支援を実施。

Ø ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰにおいて集約した関係自治体からの様々な要請に対し、原子力災害対策本部（官
邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ））の調整により、必要に応じ全国の実動組織（自衛隊、
警察、消防、海保庁）による支援を実施。
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大飯地域の緊急時対応（概要版） ⑦緊急時における対応体制

＜関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段の例＞

４．自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

ü 巡視船艇による住民避難の支援
ü 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
ü 船舶等への避難指示の伝達
ü 海上における警戒活動

海上保安庁

ü 避難行動要支援者の搬送の支援
ü 傷病者の搬送
ü 避難指示の伝達

消防組織

ü 現地派遣要員の輸送車両の先導
ü 避難住民の誘導・交通規制
ü 避難指示の伝達
ü 避難指示区域への立ち入り制限等

警察組織

Ø 福井県・京都府・滋賀県と関係市町との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。

全国の実動組織による支援

ü 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
ü 被害状況の把握
ü 避難の援助
ü 人員及び物資の緊急輸送
ü 緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
ü 人命救助のための通行不能道路の啓開作業

防衛省

原子力事業者

住民

関係市町

防護措置の指示
住民広報
避難誘導 等

関係府県
現地本部

緊急時モニタリングセンター

関係市町
連絡員

・異常事態の通報義務
・要員派遣 緊急事態応急対策活動原子力災害現地対策本部

本部長：内閣府副大臣
関係省庁要員が緊急時に参集

原子力災害対策本部
本部長：内閣総理大臣

副本部長：内閣官房長官、原子力防災担当大臣、
原子力規制委員会委員長 他

関係府県

原子力災害対策
本部等

被災者の
救援等の支援

要請

・住民広報や避難計画に基
づき避難・屋内退避等を実施

○実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）
○指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等）

福井県大飯オフサイトセンター（おおい町）

合同対策協議会

合同対策協議会により、必要な情報共有と応急対策を実施

ＴＶ会議等を活用し
迅速に情報伝達

情報伝達

原子力災害対策本部
（首相官邸）

住 民

関係府県、関係市町

防災行政無線
（屋外拡声子局）

防災行政無線
（市町からの発信）

広報車
音声告知放送
（戸別受信機） 緊急速報メールサービス

UPZ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（福井県大飯原子力防災ｾﾝﾀｰ）

政府の調整結果に
基づく現地派遣指示 現地における

各種要請の集約

原子力災害対策本部
（首相官邸）


	大飯地域の緊急時対応（概要版） ①原子力災害対策重点区域・広域避難先
	大飯地域の緊急時対応（概要版） ②PAZにおける避難・屋内退避の考え方
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7

